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　管内の雇用失業情勢は、月間有効求人倍率は、１.６５倍と前月比で０.０３ポイント低下、前年同月比で

　０.２６ポイント低下した。平成２４年６月から１４０ヵ月連続で１倍を超えている。　　

　新規求人倍率は、２.１０倍と前月比で０.６６ポイント低下、前年同月比で０.０４ポイント低下している。
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1,511 件 1,453 件 1,452 件 4.0 ％ 4.1 ％

3,180 人 4,013 人 3,103 人 ▲ 20.8 ％ 2.5 ％

1,521 人 1,980 人 1,409 人 ▲ 23.2 ％ 7.9 ％

5,943 人 5,587 人 5,731 人 6.4 ％ 3.7 ％

9,824 人 9,414 人 10,942 人 4.4 ％ ▲ 10.2 ％

4,852 人 4,827 人 4,968 人 0.5 ％ ▲ 2.3 ％

2.10 倍 2.76 倍 2.14 倍 ▲ 0.66 ポイント ▲ 0.04 ポイント

1.65 倍 1.68 倍 1.91 倍 ▲ 0.03 ポイント ▲ 0.26 ポイント

1.26 倍 1.32 倍 1.30 倍 ▲ 0.06 ポイント ▲ 0.04 ポイント

392 件 321 件 346 件 22.1 ％ 13.3 ％

●適用事業所数 7,768 事業所 7,761 事業所 7,838 事業所 0.1 ％ ▲ 0.9 ％

●被保険者数 153,013 人 153,547 人 154,984 人 ▲ 0.3 ％ ▲ 1.3 ％

●資格取得者数 1,722 人 1,734 人 1,796 人 ▲ 0.7 ％ ▲ 4.1 ％

●資格喪失者数 1,902 人 2,436 人 1,999 人 ▲ 21.9 ％ ▲ 4.9 ％

　   うち事業主都合 88 人 76 人 65 人 15.8 ％ 35.4 ％

●離職票交付枚数 1,248 枚 1,571 枚 1,239 枚 ▲ 20.6 ％ 0.7 ％

●受給資格決定件数 350 件 306 件 299 件 14.4 ％ 17.1 ％

●初回受給者数 305 人 259 人 242 人 17.8 ％ 26.0 ％

●受給者実人員 1,291 人 1,297 人 1,192 人 ▲ 0.5 ％ 8.3 ％

●支給総額 156,053 千円 175,062 千円 141,605 千円 ▲ 10.9 ％ 10.2 ％

8,399 人 7,955 人 8,302 人 5.6 ％ 1.2 ％

640 人 617 人 595 人 3.7 ％ 7.6 ％

212 人 213 人 250 人 ▲ 0.5 ％ ▲ 15.2 ％

105 人 115 人 144 人 ▲ 8.7 ％ ▲ 27.1 ％

9,356 人 8,900 人 9,291 人 5.1 ％ 0.7 ％　  　合　　　　　計

 ４　就業地別有効求人数
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 ３　雇用保険業務取扱状況
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 １　福島県と全国の有効求人倍率の動向
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 ２　主要指標（学卒を除きパートを含む）

　雇　用　の　動　き　（令和６年２月内容）

令和６年４月号
ハローワーク郡山
〒９６３－８６０９　郡山市方八町２－１－２６ 田村市ＰＲ

キャラクター　「カブトン 」

雇用ジャーナル
ハローワーク郡山

ＬＩＮＥアカウント



　  ＮＯ．３　新規求職申込件数の推移  新規求職申込件数　前月に比べ４.０％増加

　　NO．４　職業別有効求人倍率（常用）

　　ＮＯ．１　有効求人倍率の推移　       有効求人倍率　前月に比べ０.０３ポイント低下

※（注）学卒を除き、パートタイムを含む。県の値は季節調整値。なお令和５年

１２月以前の数値は、令和６年１月分公表時に新季節指数により改定されている。

　　ＮＯ．２　新規求人数の推移 　　　　　　　新規求人数 前月に比べ２０．８％低下

R5.2 R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2
県（倍） 1.42 1.39 1.41 1.41 1.40 1.39 1.37 1.37 1.39 1.38 1.35 1.30 1.30
郡山所（倍） 1.91 1.70 1.64 1.60 1.64 1.66 1.68 1.60 1.74 1.79 1.82 1.68 1.65
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R5.2 R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2
新規求人数（人） 3,103 4,291 3,504 2,919 3,973 3,260 2,882 3,394 4,256 2,916 2,877 4,013 3,180
前年同月比（％） 0.9 25.5 ▲ 0.1 5.4 10.2 ▲ 4.4 ▲ 33.2 ▲ 12.5 28.9 ▲ 5.0 ▲ 37.6 18.9 2.5
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R5.2 R5.3 R5.4 R5.5 R5.6 R5.7 R5.8 R5.9 R5.10 R5.11 R5.12 R6.1 R6.2
新規求職申込件数（件） 1,452 1,541 1,701 1,442 1,352 1,242 1,264 1,279 1,353 1,106 1,058 1,453 1,511
前年同月比（％） 9.1 ▲ 2.8 3.4 3.3 ▲ 2.4 0.6 ▲ 0.4 3.3 7.6 ▲ 2.4 12.7 7.5 4.1

▲ 4.0
▲ 2.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

管理
専門技

術
事務 販売 ｻｰﾋﾞｽ 保安

農林漁

業
製造 運転 建設等

配送・

清掃等
介護

有効求人数（人） 85 1,802 817 595 2,235 812 64 910 421 728 479 747
有効求職者数（人） 19 786 1,660 490 580 58 78 756 219 130 713 220

有効求人倍率（倍） 4.47 2.29 0.49 1.21 3.85 14.00 0.82 1.20 1.92 5.60 0.67 3.40

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500
有効求人数（人）

有効求職者数

（人）
有効求人倍率

（倍）



事業主の皆さまへ

職業安定法施行規則の改正により、2024（令和６）年４月１日以降、ハローワーク
に求人申込みを行う場合は、求人票に以下の①～③の明示をお願いします。

① 従 事 す べ き 業 務 の 変 更 の 範 囲 ※

② 就 業 場 所 の 変 更 の 範 囲 ※

※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。

・採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に「変更範囲：
変更なし」と明示してください。

・将来の配置転換など、雇入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場
合には、同欄に変更後の業務を明示してください。

採用後、雇入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、
転勤の可能性を「１．あり」とした上で、転勤範囲を明示してください。

介護員

グループホーム（２ユニット：１８人定員）にて、ご利用者様に対する生活全般の介護サービスを提供いた
だきます。
〈主な業務〉
・移動、食事、入浴（２人体制）、排泄など日常生活の介助
・介護記録作成 ・誕生日会などレクリエーション開催
・買い物代行や、食材の買い出し ・機能訓練 など
※社用車（普通車１ＢＯＸ：ＡＴ車）の運転をお願いすることがあります
変更範囲：会計・経理事務、障害者福祉施設指導員
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求人票に明示する労働条件が

新たに 3 点 追 加 さ れ るのでご留意ください



③ 有 期 労 働 契 約 を 更 新 す る 場 合 の 基 準

Ａ 今回の明示事項について、指定された欄に書き切れない場合は、求人申込書
の「求人に関する特記事項」欄に記載してください。

・雇用期間の定めがあり、当初の予定の雇用期間終了時点で契約更新をする可能性
がある場合は「契約更新の可能性」欄を「１．あり」に○を付けてください。

・更新継続が期待される場合は「原則更新」、更新の可能性はあるもののそれが確
実ではない場合は「条件付きで更新あり」に○を付けてください。

会社が定める能力評価により判断（通算契約期間上限４年／
更新回数上限３回）

１ ０

・都道府県労働局・ハローワーク
LL060115首01

■原則更新の場合は以下のように明示してください。

有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合
「求人に関する特記事項」欄に「更新上限：有（通算契約期間○年／更新回数○回）」

※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

■条件付きで更新ありの場合は以下のように明示してください。

・「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載

・有期労働契約の通算契約期間または更新回数に上限がある場合、同欄に記載

※更新上限がない場合に、その旨を明示する必要はありません。

※ 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 を 含 み ま す 。

このリーフレットの内容や具体的な求人票の記載方法については、お近くのハロー
ワークまでお問い合わせください。

Ｑ 就業場所・業務に限定がない場合、どのように記載すればよいですか？

Ａ 就業場所・業務に限定がない場合は、「会社の定める○○」と記載するほか、変更の範囲

を一覧表として別途求職者に手交することも考えられますが、求職者とのトラブル防止のた

め、できる限り就業場所・業務の範囲を明確にするのが望ましいです。

Ｑ 今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、どうすればよいですか？


